
黒滝村職員の給与等の実態について、その概要を次のとおりお知らせします。

１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）１　平成20年度の歳出額に対する人件費の割合です。人件費には、特別職などの給料・報酬
　　　　　などを含みます。
      ２　「普通会計」とは、国民健康保険会計などの「特別会計」を除いた会計です。

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。
　　　２　職員手当には退職手当を含みません。
      ３　職員数は平成２０年４月１日現在の人数です。（特別職除く）

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の黒滝村職員の
　　　　　　給与水準を示す指数です。

（参考）

平成19年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

22.1

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ

　　　　　　　千円

5,512

平成20
年度

人

34

　　　　　　　千円 　　　　　　　千円

119,496 20,688

区　分

区　分

人　平成20
年度 973

職員数

Ａ

Ａ 給　　　 料

1,371,603

給   　　      与 　　         費

人   件   費

Ｂ／Ａ

　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

Ｂ

歳   出   額　

職員手当 期末・勤勉手当

　　　　　　　千円

　　　　　計　　　　Ｂ

296,981

　　　　　　　千円

187,42347,239

黒滝村の給与・定員管理等について

人 件 費 率実 質 収 支

　　　　　　　千円

21.7

住民基本台帳人口

（平成20年度末）

85,405

(H16)
91.2

(H16)
93.7

(H21)
94.6

(H21)
90.5

80

85

90

95

100

黒滝村 全国町村平均
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成21年4月1日現在）

　　　①一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　②技能労務職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

※奈良県教育職（三）職員との比較です。（小学校・中学校・幼稚園等職員）

(注)１「平均給料月額」とは、平成21年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

奈良県 48.5 360,284 417,026

    ２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計

　したもので、総務省地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　３　医療職（二）職員は対象者が１人のため公表を省略します。

平均給料月額

411,176

平均給料月額

353,479 435,971

平均給与月額

287,000

325,521

322,737

38.8

平均年齢

49.2

374,300

平均給与月額（A)

44.5

区　分

平均年齢 平均給与月額区　分

41.5

国

黒滝村
29人

黒滝村
4人

　　　　　　区　　分

奈良県

黒滝村
3人

平均給料月額

49.0

平　均　年　齢

391,770

公務員

国

奈良県

285,548

443,957

268,700242,200

44.3 368,300

46.4 392,472
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(2) 職員の初任給の状況（平成21年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成21年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

（注）１　数値は平成21年度総務省地方公務員給与実態調査に基づきます。

　　　２　技能労務職、教育職、医療職（二）については、対象者が１名のため公表を省略します。

－

133,259

－

－

－

一般行政職

技能労務職

大　学　卒

172,200

140,100 140,100

176,297

区 分 黒滝村 奈良県

経験年数10年以上15年未満

312,900

経験年数15年以上20年未満

－

199,100 257,900

243,900

200,500

172,200

196,904

142,477

119,898

－

－

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

短　大　卒

192,800

168,600

経験年数5年以上10年未満

188,900 －

－

174,719

201,100

一般行政職

137,200

129,200

大　学　卒

区　　　         分

高　校　卒

教　育　職

短大３卒
医療職（二）

大　学　卒

国
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成21年4月1日現在）

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

（注）１　黒滝村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

      ３　構成比では、それぞれの級において端数処理を行っているため計欄値との小差が生じます。

      ４　平成18年4月1日より、7級制から5級制に変更しています。（旧給料の1級及び2級、4級及び5級を各々統合しています

      ５　数値は平成21年度総務省地方公務員給与実態調査に基づきます。

　○　構成比の推移

  

（注）　構成比では、それぞれの級において端数処理を行っているため合計100％にならない場合があります。

(2) 昇給期間短縮の状況

　

人

人

％

人

人

％

28.6%

37.1%

100%

8.6%

41

普通昇給期間（１２～２４月）を
短縮して昇給した職員数　　Ｂ

比　　　率　　　Ｂ／Ａ

14.3%

100%

21.4%

46.4%

17.9%

10.7%

参考
5年前の構成比

11.4%

3

17.2

3.6%

職員数

4

構成比

13.8

参考
1年前の構成比

10.4

100.0

課長及び課長補佐の職務

参事及び困難な業務を処理する課長の職務

29

5 17.2

41.4

5

12

職　員　数　　　Ａ

区　　　　　　　　　　　　分 全　職　種

19年度

20年度

0

0

普通昇給期間（１２～２４月）を
短縮して昇給した職員数　　Ｂ

44

比　　　率　　　Ｂ／Ａ

0

0

区分

１級

２級

職　員　数　　　Ａ

特に相当高度な知識又は経験を必要とする業務
を行う職務

標準的な職務内容

定期的な業務を行う及び相当高度な知識又は経
験を必要とする業務を行う職務

計

課長補佐及び係長の職務３級

４級

５級

１級, 13.8%
１級, 3.6%

１級, 11.4%

２級, 17.2%

２級, 21.4%

２級, 28.6%

３級, 41.4%
３級, 46.4%

３級, 37.1%

４級, 17.2% ４級, 17.9% ４級, 8.6%

５級, 10.7% ５級, 14.3%

, , ,, , ,
５級, 10.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成21年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成20年度支給割合）

　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分

（1.6） 月分 （0.75） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

(2) 退職手当（平成21年4月1日現在）

（支給率） （支給率） （支給率）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、対象者が１人のため公表を省略します。

※調整手当は平成18年4月1日より廃止されました。

※地域手当は国の制度において対象地域外であるため採用していません。

(3) 特殊勤務手当（平成21年4月1日現在）

千円

千円

　％

　

(4) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

59.28

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

33.50 41.34

47.50 59.28

自己都合 勧奨・定年

23.50 30.55

　職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

国

-

黒滝村と同じ黒滝村と同じ

１人当たり平均支給額（平成20年度普通会計決算）

1,958

奈 良 県

１人当たり平均支給額（平成20年度普通会計決算）

1,396

-

　職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

33.50

勧奨・定年

　職制上の段階、職務の級等による加算措置　無

自己都合

特殊勤務手当

-

-

自己都合

※４時間未満の場合は上記の100分の60を支給

黒　　滝　　村

　支給実績（平成20年度普通会計決算）

47.50

-

その他の加算措置

奈良県

23.50

59.28 59.28

41.34

　手当の種類（手当数）

　職員全体に占める手当支給職員の割合（平成20年度）

（普通会計決算）

　日額　　　200円

　日額　　2,000円

　日額　　1,000円

手当の名称 主な支給対象業務

　感染症防疫作業

全 職 員

　支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度普通会計決算）

支給実績（平成20年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度）

支給実績（平成19年度）

97

　行旅死亡人処理作業

　行旅病人取扱作業

主な支給対象職員

３種類

3,711

3.0

黒　滝　村

1.50

59.28

23.50 30.55

41.34

30.55

59.28

左記職員に対する支給単価

-

59.28

勧奨・定年

定年前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額

33.50

59.28

47.50 59.28

195

国

2,636

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度）
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 (5) その他の手当（平成21年4月1日現在）

５　特別職の報酬等の状況（平成21年4月1日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　　（平成20年度支給割合）

　　（平成20年度支給割合）

千円

宿日直手当

80,000

災害派遣手当
災害派遣で村内に滞在する者日額 /
6,620円以内

千円

200,000

－

異なる 4,200円 1,948 千円

同じ - －

通勤手当

･ 交通機関利用者55,000円まで全額
支給(最高限度額55,000円)
･ 自動車等使用者　  2㎞未満不支給
2㎞以上  2,000円～24,500円支給

管理職手当
・参事 / 給料月額の100分の10
・課長職 / 給料月額の100分の8
・課長補佐職 / 給料月額の100分の6

義務教育等教
員特別手当

教育職（教諭） / 給料月額の100分の2

初任給調整手
当

医師の職で採用による欠員の補充が
困難であると認められる職員 /
410,900円

宿日直勤務を命ぜられた場合１回 /
4,000円

4,931

６月期・１２月期合計 3.35

3.35 月分

月分

同じ -

630,000

村　　　　長

区　　　分 給　　　料　　　月　　　額　　　等

630,000

54

3.35

異なる
管理職特別勤
務手当

管理職手当支給対象職員が臨時又は
緊急の必要により週休日等に勤務した
場合1回 / 15,000円以内

国の制度
との異同

3,227

18,000円以内 －

-

4,298

給料月額の
100分の15を
超えない範囲
で支給

-

1,443

給
料 560,000副　村　長

344,000 120,000

93,000279,000

（参考）　教育長は一般職と同じ

180,000

６月期・１２月期合計

６月期・１２月期合計 月分

240,000

　退職の日における給料月額に勤続期間１年につき100分の520を乗じて得た額

６月期・１２月期合計 3.35 月分

月分

６月期・１２月期合計

261,000170,000

3.35

議　　　　長

議　　　　員

副　議　長

報
酬

副　議　長

村　　　　長

副　村　長
期
末
手
当

議　　　　長

議　　　　員

副　村　長 　退職の日における給料月額に勤続期間１年につき100分の330を乗じて得た額

（参考）　教　育　長 　退職の日における給料月額に勤続期間１年につき100分の240を乗じて得た額

退
職
手
当

村　　　　長

　　（算定方式）

千円

千円

73

331

160

4,931 千円千円

千円

千円

115

－

千円

千円

- 146

千円

699,000 353,000

千円6,045

支給職員１人当たり

平均支給年額

（平成20年度決算）

国の制度と
異なる内容

支給実績

242

同じ

同じ

異なる

千円

千円

-

同じ

（平成20年度決算）

（参考）　教　育　長 500,000

（参考） 類似団体における最高／最低額

371,000867,000

･ 配偶者 / 13,000円
･ 扶養親族1人 / 6,500円
・ 配偶者がない場合の１人目の
　扶養親族 / １1,000円
・ 満16歳～22歳の扶養親族１人毎
　加算 / 5,000円

手当名

住居手当
･ 借家・借間居住者最高支給限度 /
　27,000円
･ 持ち家居住者(5年間) /  2,500円

内容及び支給単価（月額）

扶養手当 同じ

千円

千円

千円
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６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

うち臨時職員 3 うち臨時職員 3

（注）１　職員数は一般職に属する職員数で、教育長を含みます。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。ただし、臨時又は非常勤の職についてはこれに含まれません。

　　　３　職員数は平成21年度総務省地方公共団体定員管理調査に基づいています。

(2) 年齢別職員構成の状況（平成21年4月1日現在）

業務量の増に伴う統括業務の増

事務分担の見直し

2

1

1

対前年
増減数

事務分担の見直し4

3

3

3

2

▲ 1 事務分担の見直し

[      50      ］ [ 　 -　  ］

6

45

1

3

39

2

12 ▲ 2

衛　生

農林水産

民　生

税　務

人

44

計

1

総　　職　　員　　数

1

平成21年
主な増減理由

平成20年

普
通
会
計
部
門

小　計 6

議　会

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

1

2

10 1

45

[     50     ］

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病　院

その他 2

3

40歳

区分

32歳 36歳

35歳

～ ～

未満

～

44歳 48歳

～ ～ ～

20歳 20歳 24歳 28歳

人 人人 人人 人

51歳

人

23歳 27歳

人 人 人 人

55歳47歳

6 4 5 9

31歳 39歳 43歳

職員数
61 2

人

59歳

～

56歳 60歳

以上

～

52歳

～ ～

3 44

一
般
行
政
部
門

教　育　部　門

水　道 1

合　　計

小　計 39

25小　計 27

14 事務分担の見直しと退職による減

土　木 3

総　務

2

9

3

商　工 1

4

0

5

10

15

20

25
（％）
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(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　①平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標

（参考）平成２２年４月１日現在における定員の数値目標（数・率）

　②　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（注）1 計画期間は、平成１７年～平成２１年の５年間です。

　　　2 増減は各年の欄は対前年比の職員増減数を、計の欄は計画1年目以降現年までの職員増減数の累計を示します。

計画年（平成17年４月１日）総職数53人に比較して
▲10人（▲20.7％）

（参考）

数値目標

平成２０年

45

1                

平成２１年

５年目

27

2

▲ 2

14

▲ 2

45

平成22年3月31日平成17年4月1日

（各年４月１日現在）

53

数値目標
計　　画　　期　　間

始　期 終　期

平成17年4月1日
職員数

平成22年4月1日
職員数

１年目

31

7

２年目

平成１７年 平成１８年

増減

増減

　　　　　　　　　　　　　区分

　部門

職員数

職員数

教育

公営企業等
会計

一般行政

6

-20.0%

-14.3%

▲ 2

25 25

▲ 4

-                -                -                

6 6

-1              

77

12

純減数 純減率

３年目 ４年目

平成１９年

▲ 6 -                

47

▲ 4

47

-                

▲ 2 -                

27

15 13 13

27

-15.1%

率（％）

▲ 3

▲ 1

11

42

▲ 8

-12.9%

人 人 人 ％

53 43 10 20.7

計

職員数

増減

職員数

増減

8


